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-------------------------

監 査 公 表

-------------------------

監 査公表第４号

地方自治法（昭和 22年 法律第 67号 ）第 242条 第１項の規定に基

づき、令和７年１月 14日 土佐市 Ａから提出のあった高知県職

員措置請求について監査を行い、同年３月７日に監査結果を通知

したので、同条第５項の規定により、次のとおり公表する。

令和７年３月 28日

高知県監査委員 横 山 文 人

同 上 田 貢太郎

同 奥 村 陽 子

同 五百藏 誠 一

（請求人氏名を「Ａ」、企業名を「Ｂ」、「Ｃ」及び「Ｄ」と

したほかは原文のまま登載）

高知県職員措置請求監査報告書

第１ 監査の請求

１ 高知県職員措置請求書の提出

令和７年１月 14日

２ 請求人

土佐市 Ａ

３ 請求の内容（原文登載）

請求人提出の高知県職員措置請求書による措置内容及び請

求の理由は、次のとおりである。

(１ ) 措置内容

補助事業者である公益財団法人高知県産業振興センタ

ー（以下「センター」という。）に対して高知県（以下

「県」という。）が支出した令和５年度高知県新事業チ

ャレンジ支援事業費補助金のうち、間接補助事業者であ

る株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）にセンターが支出

し た 補 助 金 2,500万 円 （ 以 下 「 本件 補 助 金 」 と い う 。 ）

の県への返還を求める。

(２ ) 請求の理由

(１ ) 他 の用途使用がされた
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１ ) 自 家焼却施設として設置

間接補助事業は新たに中間処理業を行うための焼

却施設一式整備（資料①）である。令和５年９月 27

日に補助金交付決定をうけ令和６年１月末までの事

業期間で焼却施設の整備を進めてきたものである。

ところが間接補助事業者は令和６年１月の地元説

明会では自家処理施設を設置し自家処理をおこない

業許可後に業を行うとした（資料②）。説明会資料

では、「リサイクル業や建設解体業から排出される

自社処理が目的で東鴨地に用地を求め…小型焼却炉

を建設中」（資料②Ｐ１）などと記している。

中 間 処 理 施 設 と し て 整 備 し て き た に も か か わ ら

ず、施設を設置した目的が自家焼却としている。自

家焼却は、中間処理業の許可をとらなくても出来る

のであるから既存事業である。「既存事業等、補助

事業以外で用いる場合」は目的外使用（資料③・公

募要領Ｐ 11）である。

高知県産業廃棄物処理指導要綱」（資料④）では

設置許可のいらない小規模炉でも、業の用に供する

ならば中間処理施設とみなされ（同要綱第２条

６）、事前協議（同第７条）と事前住民説明（同第

３条）が求められる。しかしながら事業者は自家処

理施設であるから第２条６項は該当しないとした

（資料②Ｐ２）。施設設置の事前協議は不要とした

のである。業のための施設でありながら自家焼却と

した偽りで、施設設置前の事前協議逃れに用いたも

のであり悪質である。

２ ) 自家焼却として利用

令 和 ６ 年 １ 月 の 説 明 会 資 料 で は 、 間 接 補 助 事 業

者・（株）Ｂがしている古物商の残さ：廃プラスチ

ック。Ｂのしている解体業からの残さ：紙くず、木

くず、繊維くず、廃油が主に自家処理となる処理フ

ローが示されている（資料②Ｐ２）。ほぼ同様の内

容で、産業廃棄物処理業申請（資料⑤）がされてい

る。説明会でも自家処理分が結構あると説明してい

た。そのことを私が 2024年 12月 10日 の市議会で市の

担当課長に問うと「施設の規模から業での受け入れ

分より自家焼却の処分が多いと想定している旨の説

明があったと認識している」との答弁があった。ま

た「現在、他社の産業廃棄物を受け入れるための契
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約 には至っておらず、自家焼却のみ」と答えている

（資料⑥）。つまり自家焼却は業開始後も、多いと

している。業の分よりも多いという説明もされてい

る。

これは市場の新規性要件を満たさない（資料③Ｐ

22） 。「既存事業等、補助事業以外で用いた場合目

的 外 使 用 と 判 断 し 、 残 存 簿 価 相 当 分 を 返 還 い た だ

く」（資料③Ｐ 11）とされており返還が求められる

ものである。

申請した事業計画（資料⑦・Ｐ１）では、「既存

事業と新規事業ではターゲットとする市場及び顧客

は明確に異なる」としている。既存事業は鉄スクラ

ップ卸売業だけであり、解体業をしていることは記

さ れ て い な い 。 タ ー ゲ ッ ト で は 短 期 的 に は 「 南 国

市・香南市・香美市の事業者とする」（同Ｐ５）と

している。事業計画では自家焼却は全く否定してい

るのである。具体的な対象をあげて「受託の見込み

は高い」（同Ｐ５）としている。現在未契約である

ことから信ぴょう性が問われる。また自家焼却は新

規事業ではない。新規事業の売上高（同Ｐ 13Ｐ 14）

は自家焼却が多いとその分減る。求められる新規事

業の「売上高要件５％以上」（資料③Ｐ 22）は満た

さなくなる。

以上、間接補助目的に反し自家焼却施設をして設

置し、利用においても事業計画を反故にした自家焼

却利用であることが明らかになっている。「高知県

補助金交付規則」第 15条２ (１ )（資料⑧）の示す間

接補助事業の用途外使用がされている。

(２ ) 申 請資料に虚偽及びその疑いがある。

先に述べたように、申請資料において、新市場進出

や売上高５％の内容に虚偽またその疑いがある。古物

商（鉄スクラップ卸売業）や解体業での自家処理をす

るとした【処理フロー】（資料②Ｐ２）は９月４日県

提出としている。令和５年９月 27日の補助金決定前で

ある。【処理フロー】では業開始を令和６年４月とす

るなどスケジュールも申請資料（資料⑦Ｐ７）と違っ

ているが、計画内容の変更をしていない。

その他に、１日の稼働時間や再燃焼装置設置で競合

他社より有利としている（資料⑦・事業計画書Ｐ６、

Ｐ 10）が、県環境対策課に問うと、「１日の稼働時間
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は 通常８時間である。再燃焼装置は設ける必要があり

他社も設けている」（資料⑨）とのことだった。

間接補助事業では設置許可の要らない小型炉（廃プ

ラ 専 焼 炉 Ｈ － ２ Ｔ 型 ： ８ ㎏ ／ 時 間 、 Ｈ － ９ Ｔ 型 ： 84

㎏／時間）を用いている。廃プラ専焼炉は年１回のダ

イオキシンの自主検査も求められない（ダイオキシン

類特措法による届出不要炉）。塩化ビニールは燃やさ

ない（資料⑩）としている。事業計画の競合他社（資

料⑦Ｐ 10） では競合２社と比較し「性能面で優位性が

ある」としているが、競合２社（Ｃ 450㎏ ／時、Ｄ 1,580

㎏ ／時）（資料⑪）と比べ間接補助事業の焼却炉は小

さく、費用対効果は逆に悪いとみられる。

短期的なターゲットである南国市・香南市・香美市

の事業者（資料⑦Ｐ５）と土佐市の間には高知市があ

る。高知市許可での競合他社（４品目焼却）は３社あ

る（資料⑪）が比較検討をしていない。

「将来の展望」（資料⑦Ｐ９）では解体業から生じ

る木くずなどのゴミの需要を示している。しかし解体

業で求められるのは循環型社会をめざし、リサイクル

の推進である（資料⑪）。木くずでは焼却を少なくし

てリサイクル化を高めることである。間接補助事業者

は焼却処理だけで破砕処理などできない。高知市をい

れた競合他社５社と比べ焼却能力は１番低く、破砕な

どリサイクルする処理ができない。

令和６年 10月 23日 の説明会では「施設の規模から業

での受け入れ分より自家焼却の処分が多いと想定して

いる」と間接補助事業者側が説明したことを土佐市の

担当課長が覚えている（資料⑥）。競合他社の実情を

みれば説得性はある。事業計画の競合他社との比較は

不正確であり虚偽の疑いがある。

以上申請資料に不正確で虚偽及びその疑いがある。

間接補助事業の目的である新たな中間処理業ができる

根拠は不十分である。自家焼却との目的外使用を促す

問題である。補助事業者は重要説明事項で予算適正化

法に違反した場合（虚偽報告）には補助金の返還など

行うとしている（資料③Ｐ 17）。「補助金申請に関す

る誓約書兼同意書」（資料⑫）でも確認しているが処

分がされていない。補助事業者は善良な管理者として

の適切な処分を怠っている。

(３ ) 公益性がなく法令違反である
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県（工業振興課）は、過去に中間処理業の採択例

はある（資料①Ｐ２）としているが、採択例は木質

チップをつくる木材の破砕処分である。中間処理は

多 種 あ る が 焼 却 処 分 は 、 地 球 環 境 へ の 負 荷 が 大 き

い。生活環境の影響が十分考慮される必要があるこ

とからわずか４か月と期限を切ったチャレンジ支援

事業費補助は無理があった。県は周辺住民の同意は

要件にしていない（資料①Ｐ２）としているが、住

民同意は審査視点③実現性にかかわる大事な要件と

すべきである。問題は申請内容に上げた近隣住民対

策（資料①Ｐ２）が違っていたことである。岩戸米

など周辺農産物から影響を懸念される立地場所を選

択したことや焼却施設設置後に住民説明会を行った

こと（資料⑬）を問題にし、問題が起こらないよう

にするのが公益を守る立場である。

地方自治法では、補助金は公益上必要な場合に補

助ができる。公益法人法では公益は多数の利益増進

に寄与すべきものとされている（資料⑭）。これは

当間接補助金の支出先企業などには利するものがあ

っても、当事業による影響が多数に利するかどうか

の判断が必要であるということである。

環境省は、「環境廃棄物処理業の振興方針に関す

る提言」（資料⑮）を取りまとめている。「産業廃

棄物処理業が我が国の社会循環システムに不可欠な

インフラであり、地域と共存しながら持続可能な発

展 を 図 る こ と が 、 循 環 型 社 会 の 構 築 を 図 る 上 で 重

要」としている。一方で迷惑施設と認識され地域か

ら反対を受けがちであるとし、そのなかでも地域と

連携し、地域循環型の構築に貢献していることの重

要性を説いている。

その上での公益性のない２点の問題を指摘する。

一つは、地球温暖化抑制やプラスチックゼロ戦略

を進めようとする（資料⑮）中で、間接補助事業は

破砕などのリサイクル処理ができるものはなく焼却

処分だけである。２基の焼却施設は、許可のいらな

い小型炉であり、冷却機能がなく、排ガス処理能力

など公害防止機能は許可の必要な焼却炉より劣る。

発電機能などの熱利用もない。今後求められる循環

型社会に反するものである。

もう一つ、間接補助事業者は、県産廃指導要綱の
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求める施設設置前の事前協議・事前協議に求められ

る事前住民説明を逃れ、施設が出来上がってから住

民説明会を開いた。地域連携に背を向ける行為であ

る。県指導要綱６条が求める近隣者の同意要件は満

たしていない。岩戸米生産者など近隣農業者からの

不安の声が出され約３千筆もの地元からの反対署名

が寄せられている（資料⑬）。反対者は補助事業に

よって利するものより多いのではないか。間接補助

金交付は、県指導要綱を守らなくていいとすること

や、循環型社会をつくる産業廃棄物処理業に必要な

信頼性づくりを無視することにつながる。

以上より間接補助事業は公益性に反するものであ

り、県補助金交付規則第 15条２ (２ )の法令違反に該

当する。

(３ ) 事実を証する書面

ア 「【新事業チャレンジ支援事業費補助金】土佐市

の廃棄物処理施設建設への補助金交付について」

イ 「土佐市での廃棄物処理施設建設について」

ウ 令和５年度高知県新事業チャレンジ支援事業費補

助金 公募要領（２次公募）

エ 高知県産業廃棄物処理指導要綱

オ 高知県補助金等交付規則 ほか

第２ 請求の受理

本 件 住 民 監 査 請 求 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67

号。以下「法」という。）第 242条 に規定する要件を具備し

ているものと認め、受理することとした。

第３ 監査の実施

１ 監査対象事項

請求の内容から、本件補助金の支出が違法又は不当であ

るか、また、本件補助金を県に返還させる必要があるかを

監査対象とした。

２ 監査対象部局

令和５年度高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金を

所管している高知県商工労働部工業振興課（以下「工業振

興課」という。）及び廃棄物の処理を所管している高知県

林 業 振 興 ・ 環 境 部 環 境 対 策 課 （ 以 下 「 環 境 対 策 課 」 と い
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う。）を監査対象部局とした。

３ 証拠の提出及び陳述

(１ ) 請求人の陳述

令 和 ７ 年 １ 月 31日 、 法 第 242条 第 ７ 項 の 定 め る と こ ろ

により、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設

けた。

また、法第 242条第８項の定めるところにより、関係

職員として、工業振興課及び環境対策課の職員６名を

立ち会わせた。

請求人は、措置請求書を補充する証拠として、「近隣

者の同意要件と同意書の内容は守られていない」と題

する書面及び「小型焼却炉はダイオキシンなど抑える

公害防止機能が不十分」と題する書面を提出した。

請求人の陳述の概要は、以下のとおりであった。

ア 焼却炉は、設置においても利用においても目的外

使用がなされている。Ｂは、従来から行っているリ

サイクル業、解体業から出るゴミの処分のために自

家処理施設を設置し、その後許可を取って業を行う

ということである。既存事業に活用するなど、専ら

補助事業のために使用されない場合は経費として認

められない。

イ Ｂの申請書類には虚偽がある。計画内容の変更を

していない。

ウ Ｂによる間接補助事業には公益性がない。

(２ ) 監査対象部局の陳述

同日、監査対象部局である工業振興課及び環境対策課

に対し陳述の機会を設けたが、両課はいずれも陳述を希

望しなかったことから、陳述は実施しなかった。

４ 監査の実施

工業振興課及び環境対策課から関係書類の提出を受け、

本件補助金に係るＢの交付申請、本件補助金の交付、焼却

炉２基（以下「本件施設」という。）の使用状況等につい

て確認するとともに、令和７年２月 18日に聴取を行った。

聴取の概要は、以下のとおりであった。

(１ ) 工業振興課

ア センターにおいては、外部有識者を含めた５名の

審査員により、書面及びプレゼンテーションによる
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審査を実施し、一定の点数をクリアした事業者につ

いて予算の範囲内で上位の点数の者から採択し、交

付決定を行っている。

イ Ｂの補助金交付申請書に添付された事業計画の内

容は、認定経営革新等支援機関である金融機関が確

認している。

ウ 本件について、当課は、センター及び環境対策課

と連携し、状況を把握している。

エ 今回の補助金上の「新事業」は、産業廃棄物の中

間処理事業（以下「中間処理事業」という。）であ

ると考えている。

オ 現時点において、本件施設は中間処理事業に使用

さ れ て お り 、 自 家 処 理 （ 自 ら の 事 業 活 動 に 伴 っ て

生 じ た 廃 棄 物 を 自 ら 処 分 す る こ と を い う 。 以 下 同

じ。）には使用されていない。

カ 補助金等に係る財産処分承認基準（以下「承認基

準」という。）において、「本来の事業に支障を及

ぼさない範囲で一時的に他用途に使用する場合は、

財産処分に該当せず、手続は不要である」とされて

いる。

本案件に当てはめれば、中間処理事業に支障がな

い範囲で自家処理のために本件施設を使用すること

は一定認められており、財産処分の手続は必要ない

と整理している。

キ 今回の補助金は、コロナや物価高騰等により経済

的な影響を受けた事業者が業績の回復等を図ること

を支援する目的のものであり、公益上必要がある補

助金であると考えている。

(２ ) 環境対策課

工業振興課とは、必要な情報共有を行っており、連

携して対応している。

第４ 監査の結果

１ 事実関係の確認

監査対象部局に対する監査の結果、確認した事実は、次

のとおりである。

(１ ) 本件補助金に関する規則、要綱等について

ア 高知県補助金等交付規則（昭和 43年規則第７号。以

下「交付規則」という。）は、県が交付する補助金等
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に 係る予算の執行の適正を期することを目的として、

補助金等の交付に関し基本的な事項を定めている。

高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金は、県

が交付する補助金であるから、交付規則の適用を受け

る。

イ 県は高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金交

付要綱（以下「交付要綱」という。）により、セン

ターは令和５年度高知県新事業チャレンジ支援事業

費補助金交付要領（以下「交付要領」という。）に

より、それぞれ高知県新事業チャレンジ支援事業費

補助金の交付に関し必要な事項を定めている。

ウ 「補助金等に係る財産処分について（平成 20年 11

月 28日 高 財 政 第 210号 副 知 事 通 知 ） 」 は 、 交 付 規 則

第 19条 第１項に規定する補助対象財産の処分の制限

に関し、承認基準を設けている。

(２ ) 本件補助金の支出に関する経緯について

ア 令和５年８月４日、Ｂは、令和５年度高知県新事

業チャレンジ支援事業費補助金交付申請書をセンタ

ーに提出し、本件補助金の交付を申請した。

イ 令和５年９月 27日 、センターは、本件補助金の交

付決定をＢに通知した。

ウ 令和６年１月 19日 、センターは、交付決定を受け

た 補 助 金 の う ち 219,345,000円 に つ い て 県 に 概 算 払

を請求し、県は、当該請求に係る支出命令書を作成

した（センターへの支払日は令和６年１月 31日）。

な お 、 本 件 補 助 金 は 、 上 記 219,345,000円 に 含 ま れ

ている。

エ 令和６年１月 25日 、Ｂは、本件補助金に係る補助

事業実績報告書をセンターに提出した（センターの

受付日は令和６年２月 14日）。

オ 令和６年３月５日、センターは、本件補助金に係

る額の確定をＢに通知した。

カ 令和６年３月８日、センターは、本件補助金をＢ

に支出した。

(３ ) 本件補助金の交付申請から決定までについて

ア 本件補助金に係るＢの交付申請書には、原油・物

価高騰を受け売上高が５パーセント以上減少したこ

と、新たに中間処理事業に参入すること、そのため
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に新たに本件施設を導入すること、また、新規事業

である中間処理事業は既存事業と顧客が異なること

が記載されている。

イ Ｂ の 交 付 申 請 書 に 添 付 さ れ た 事 業 計 画 に つ い て

は、認定経営革新等支援機関である金融機関が内容

を確認している。

ウ センターにおいては、外部有識者を中心とした５

名の審査員が、製品・サービスの新規性、市場性、

実現可能性、事業成果及び費用対効果の妥当性等に

ついて、書面及びプレゼンテーションによる審査を

実施した上で、交付決定を行っている。

エ 工 業 振 興 課 は 、 セ ン タ ー 及 び 環 境 対 策 課 と 連 携

し、情報を共有している。

オ 補助金の返還に関する条件は、交付規則、交付要

綱及び交付要領にそれぞれ規定されている。

カ Ｂは、令和６年 10月 ９日に中間処理事業に係る許

可を受け、現在中間処理事業を実施している。

(４ ) 本件施設の使用状況について

ア 交付規則第 19条は財産の処分の制限について定め

ており、第１項には、補助事業者は、知事の承認を受

けないで、補助事業により取得した財産を補助金の

交付の目的に反して使用してはならない旨の規定が

ある。

イ 承認基準においては、「施設の業務時間外の時間

帯や休日を利用し、本来の事業に支障を及ぼさない

範囲で一時的に他用途に使用する場合は、財産処分

に該当せず、手続は不要である」とされている。

ウ Ｂは、令和６年 10月９日に中間処理事業に係る許

可を受け、中間処理事業を実施しており、現在は本

件施設を自家処理のために使用していない。

２ 判断

(１ ) 中間処理事業の許可に関連する事項について

請求人は、Ｂの高知県産業廃棄物処理指導要綱の規

定への対応等、Ｂに対する中間処理事業の許可に関連

する事項について種々主張する。

しかしながら、住民監査請求は普通地方公共団体に

おける財務会計上の行為又は怠る事実を対象としてお

り、中間処理事業の許可に関連する事項は県の財務会
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計上の行為や怠る事実に該当しないため、住民監査請

求の対象とはならない。

(２ ) 本件補助金の交付申請から決定までについて

請求人は、Ｂの中間処理事業は市場の新規性要件を

満たさない、また、申請資料において新市場進出や売

上高５パーセントの内容に虚偽及びその疑いがある旨

主張する。

し か し な が ら 、 上 記 １ (３ )に よ り 、 本 件 補 助 金 に 係

る Ｂ の 交 付 申 請 は 交 付 要 綱 第 ３ 条 第 ２ 項 に 定 め る 要 件

及 び 市 場 の 新 規 性 要 件 を 満 た し て い る こ と や 、 セ ン タ

ー に お け る 審 査 及 び 交 付 決 定 は 適 切 に 行 わ れ て い る こ

とが認められる。

これらのことからすれば、センターが本件補助金の

交付を決定したことに違法又は不当な点はなく、工業

振興課の対応にも問題は認められない。

(３ ) 本件施設の使用状況について

請求人は、Ｂは本件施設を自家処理のために使用し

ており、これは用途外使用に当たる旨主張する。

しかしながら、上記１ (４ )により、Ｂがこれまでに

自家処理を行っていたとしても、当該自家処理は財産

処分に該当せず、知事の承認に係る手続は不要である

と解される。

よって、本件補助金について、知事が補助金の交付

決定を取り消す要件に該当するとは認められない。

(４ ) Ｂの中間処理事業の公益性について

請求人は、Ｂの中間処理事業について、今後求めら

れる循環型社会に反するものであること、地元からの

反対署名が多く寄せられていること等から、公益性に

反するものであり、交付規則第 15条第２項第２号の法

令違反に該当する旨主張する。

しかしながら、本件補助金は、交付要綱第３条第１

項に定めるとおり、新型コロナウイルス感染症又は原

油価格・物価高騰等によって経済的な影響を受けた県

内中小企業者、中堅企業等が業績の回復又はウィズコ

ロナ及びアフターコロナ時代の変化に対応した持続的

な事業運営若しくは成長拡大を図ることを目的として

行う設備投資を伴う新たな取組を支援するために交付
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されるものである。

また、センターにおいては、外部有識者を中心とし

た５名の審査員が、書面及びプレゼンテーションによ

る審査を実施した上で、補助金の交付決定を行ってい

る。

これらのことからすれば、Ｂの中間処理事業は、高

県新事業チャレンジ支援事業費補助金の交付目的に沿

ったものであり、公益性を有していると認められる。

３ 結論

以上のことから、本件補助金の県への返還を求める請求人

の主張には理由がない。

よって、本件措置請求を棄却する。

第５ 知事に対する意見

今回の監査を通じて、監査委員としての意見を述べる。

監査結果のとおり、本件補助金の交付に違法又は不当な

点はないが、周辺住民が本件施設に不安を持っていることも

考慮し、Ｂの中間処理事業について、センターを通じ事業計

画を踏まえた進捗管理を実施されたい。


